
[入所時の持ち物について]

※持ち物には必ず記名をして下さい。（洗濯はこちらでいたします）

記名のない物につきましては、紛失防止のためこちらで記名をさせていただきます。

・負担限度額認定証（市に申請をされて認定をされた方）

・内服薬(ある方）【目薬・浣腸薬・外用薬など使用している薬も含む】　　・薬の説明書

・経管栄養の方は処方されたものと器具(注射器も）

・歯ブラシ、コップ　　　　　・上履き一足　　　　　・電気カミソリ(男性の方）

・箱ティッシュ1箱　　　　　・入れ歯と洗浄容器(ある方）

・普段着(下着・靴下も含む）【利用期間に合わせて必要枚数用意してください】

・パジャマ1組　　　　　・バスタオル、タオル（個人専用での使用を希望される場合）

･オムツ、リハパン、パットなどを各１組ずつ（帰宅用）

※本人用の自助具のある方

※荷物は必要最小限にお願いします。

[利用料のお支払いについて]

利用料のお支払いは以下のいずれかの方法をご選択下さい。

①　毎回の利用時にその都度お支払いいただく方法

自己負担額×利用日数の金額を現金でお支払い下さい。（過不足については月末に

清算いたします）

②　一月分をまとめて現金でお支払いいただく方法

　 毎月10日までに前月分を請求いたしますので、当月末までにお支払いください。

③　一月分をまとめて口座より引き落とさせていただく方法　(郵便局・八十二･信金・JA）

毎月10日までに前月分をご請求いたします。20日が引落日になりますので口座の残高

をご確認下さい。

④　一月分をまとめて下記口座にお振込みいただく方法

毎月10日までに前月分をご請求いたしますので、振り込まれる方のお名前をお知らせ

頂き、当月末までにお支払い下さい。

= 飯田支店　普通　598994　　　　　フク）アムノスノカイ

= 上飯田支店　普通　0003330　　　フク）アムノスノカイ

ショートステイ御利用にあたって

ショートステイ特養たまゆら

・介護保険証　　　　・健康保険証　　　　・後期高齢者保険証　　　・介護保険負担割合証

＜衣類・靴・コップ・歯ブラシ等に　記名をお願いします＞

八 十 二

信 金


